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◇◆市役所代表番号◆◇
　　☎ 58 - 2111（伊奈庁舎・谷和原庁舎共通）
　※旧谷和原村役場の番号（☎ 52 - 3141）にかけてもつながりますが、
　　谷和原庁舎への直通電話ではありません。（最初に伊奈庁舎の電話　
　　交換室につながり、その後各課に転送されます。）　

市民窓口課は月曜日ならびに正午～午後1時までの時間帯が混雑します。他の曜日などをおすすめします。市民窓口課は月曜日ならびに正午～午後1時までの時間帯が混雑します。他の曜日などをおすすめします。

年
金
無
料
電
話
相
談

　

社
会
保
険
労
務
士
が
年
金
に
つ
い

て
あ
ら
ゆ
る
相
談
に
応
じ
ま
す
。
お

気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
期
日
＝
10
月
４
日
㈭
、
18
日
㈭
、

　

25
日
㈭

▼
時
間
＝
午
前
10
時
〜
午
後
３
時

※
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
厳
守
し
ま
す
。

　
　
　

茨
城
県
社
会
保
険
労
務
士
会

☎
０
２
９
‐
２
２
８
‐
２
６
５
０

申
問

「
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報

の
公
開
」
制
度
を
ご
存

じ
で
す
か

　

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
際
に

事
業
所
の
比
較
や
検
討
が
で
き
て
便

利
で
す
。

　

介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
「
職
員

体
制
」、「
利
用
料
金
」
な
ど
の
基
本

的
な
事
実
情
報
と
「
従
業
者
に
対
す

る
認
知
症
及
び
認
知
症
ケ
ア
に
関
す

る
研
修
を
行
っ
て
い
る
か
ど
う
か
」、

「
身
体
的
拘
束
の
排
除
の
た
め
の
取

り
組
み
を
行
っ
て
い
る
か
ど
う
か
」

な
ど
の
情
報
を
公
表
し
て
い
ま
す
。

　

詳
し
い
内
容
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

茨
城
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
公
表
セ

ン
タ
ー
（
㈳
茨
城
県
福
祉
サ
ー
ビ
ス

振
興
会
内
）

☎
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http://park7.w
akw

ak.com
/̃

iba-sinkokai

問恩
給
欠
格
者
、
戦
後
強

制
拘
留
者
、
引
揚
の
皆

様
へ

　

旧
軍
人
な
ど
で
恩
給
な
ど
を
受
け

て
い
な
い
恩
給
欠
格
者
、
戦
後
ソ

連
や
モ
ン
ゴ
ル
に
強
制
拘
留
さ
れ
た

者
、
終
戦
に
伴
い
、
本
邦
以
外
の
地

域
か
ら
引
揚
げ
ら
れ
て
こ
ら
れ
た
方

の
「
ご
本
人
」
に
、
あ
ら
た
め
て
慰

藉
の
念
を
表
す
た
め
、
内
閣
総
理
大

臣
名
の
『
特
別
慰
労
品
』
を
贈
呈
し

て
い
ま
す
。

　

過
去
に
内
閣
総
理
大
臣
名
の
書
状

な
ど
を
受
け
た
方
、
書
状
を
受
け
る

資
格
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

請
求
さ
れ
て
い
な
い
方
も
対
象
で

す
。
請
求
書
は
、
社
会
福
祉
課
の
窓

口
に
置
い
て
あ
り
ま
す
。
請
求
期
間

は
平
成
21
年
３
月
31
日
ま
で
で
す
。

　

独
立
行
政
法
人
平
和
祈
念
事
業
特

別
基
金
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http://w
w
w
.heiw

a.go.jp/

問問 完
了
検
査
制
度
を

知
っ
て
い
ま
す
か

　

建
築
確
認
を
受
け
た
建
築
物
が
完

成
し
た
際
に
は
、
建
築
基
準
法
で
完

了
検
査
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
工
事
が
完
了
し
た
と
き
は
、「
完

了
検
査
申
請
書
」
を
行
政
機
関
ま
た

は
指
定
確
認
検
査
機
関
へ
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

　

完
了
検
査
の
結
果
、
基
準
に
適
合

し
て
い
れ
ば
、「
検
査
済
証
」
が
発
行

さ
れ
ま
す
。「
検
査
済
証
」
は
、
建
築

物
の
安
全
性
な
ど
が
確
認
さ
れ
た
適

合
建
築
物
の
証
で
す
。

　

ご
不
明
な
点
は
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

　

  
県
南
地
方
総
合
事
務
所
建
築
指

　

導
課
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つ
く
ば
地
域
農
業
改
良

普
及
セ
ン
タ
ー
か
ら
の

お
知
ら
せ

　

当
普
及
セ
ン
タ
ー
で
は
、
農
業
後

継
者
や
農
業
に
参
入
し
た
い
方
の

「
就
農
相
談
日
」
を
設
定
し
ま
し
た
。

　

月
２
回
、第
２
と
第
４
の
木
曜
日
、

午
後
２
時
か
ら
５
時
ま
で
で
す
。

　

相
談
前
に
は
事
前
に
電
話
な
ど
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

市
町
・
農
協
・
農
林
振
興
公
社
の

担
当
者
チ
ー
ム
が
、
お
待
ち
し
て
い

ま
す
。

　
　
　

つ
く
ば
地
域
農
業
改
良
普
及

セ
ン
タ
ー

☎
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‐
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１
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つ
く
ば
市
谷
田
部
３
９
５
２
‐
２

申
問

十
月
よ
り
『
緊
急
地
震

速
報
』
が
ス
タ
ー
ト
！

　

気
象
庁
で
は
、
地
震
の
被
害
軽
減

の
た
め
、
地
震
に
よ
る
強
い
揺
れ
が

く
る
前
に
お
知
ら
せ
す
る
「
緊
急
地

震
速
報
」
を
、
10
月
１
日
か
ら
供
用

開
始
す
る
予
定
で
進
め
て
い
ま
す
。

　

水
戸
地
方
気
象
台
防
災
業
務
課

☎
０
２
９
‐
２
２
４
‐
１
１
０
６

気
象
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.jm
a.go.jp/jm

a/
index.htm

l

問※
お
知
ら
せ
コ
ー
ナ
ー
は
次
ペ
ー

ジ
に
続
き
ま
す
。

問 雇
用
保
険
法
が
変
わ
り

ま
す
！

　

雇
用
保
険
被
保
険
者
の
皆
様
へ

　

10
月
１
日
㈪
よ
り
雇
用
保
険
法
の

改
正
に
伴
い
、
雇
用
保
険
の
受
給
要

件
な
ど
が
変
わ
り
ま
す
。

○
こ
れ
ま
で
の
週
所
定
労
働
時
間
に

　

よ
る
被
保
険
者
区
分
（
短
時
間
労

　

働
者
以
外
の
一
般
被
保
険
者
・
短

　

時
間
被
保
険
者
）
を
な
く
し
、
雇

　

用
保
険
の
基
本
手
当
の
受
給
資
格

　

要
件
を
一
本
化
し
ま
す
。

○
原
則
と
し
て
、
10
月
１
日
以
降
に

　

離
職
さ
れ
た
方
が
対
象
で
す
。

※
詳
し
い
条
件
な
ど
は
、
お
問
い
合

　

わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

常
総
公
共
職
業
安
定
所

☎
22
‐
８
６
０
９
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